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↗ 増 法人税に新たな付加税
防衛財源確保のため、法人税額から500万円を差し引いた金額
に4％～4.5％の付加税を課す。

未定
中小企業でも、課税所得（税前利益）
2,400万円以上なら増税

↘ 減 800万円以下の軽減税率延長 本則23.2％に対し、800万円以下15％を2年延長
2025年3月31日開始事業年度まで
延長

毎期の800万円以下の軽減税率枠は
有効に使いましょう。毎年90万円得！

↘ 減 中小企業投資促進税制延長
設備投資額の30%特別償却（資本金3,000万円以下なら7％税額
控除）できる制度を2年延長。

2025年3月31日取得分まで
中小企業が一番使いやすい設備投資
減税

↘ 減 経営強化税制の延長
資本金1億円以下の中小企業が経営力向上計画の認定を条件
に、即時全額償却又は税額控除（10％又は7％）できる制度。
2年延長。

2025年3月31日取得分まで
事前手続きは面倒だが、大きな減税制
度

↘ 減 つみたてNISA枠を3倍に
現行のつみたてNISAの年40万円の枠を、3倍の120万とし、制度
を恒久化。NISA口座内では売却益が無期限で非課税に。

2024年1月から
つみたてNISAで120万円、成長投資枠
で240万円、最大年間360万円投資可
能。

↘ 減 成長投資枠NISA新設
これまでの一般NISAを廃止し、成長投資枠で年240万円。
NISA口座内では売却益が無期限で非課税。

2024年1月から
つみたてNISAと合わせて買付額累計
で1,800万円まで。売却して枠が空け
ば、再投資も可能！

↘ 減 長期所有土地等の買換え特例の
延長

10年超所有する土地等から他の土地等への買換え特例につい
て3年間延長

2026年3月31日までの譲渡 一番使いやすい買換え特例

↗ 増 相続税の生前贈与加算期間を延
長

現行では、相続開始前3年間に受けた贈与を相続財産に加算。
それを、4年間伸ばして7年間分を加算。

2024年1月1日以降の贈与分から
令和5年中の贈与は、3年以内分だけ
加算。

↘ 減 相続時精算課税で非課税枠
父母、祖父母から2,500万円まで贈与税を非課税にする制度で、
年間110万円までは非課税で申告不要になる。

2024年1月1日以降の贈与分から
これまでは、一旦相続時精算課税を選
択するとすべての贈与を申告する必要
があった。

↘ 減 教育資金贈与特例の延長 1人当り最大1,500万円の贈与税非課税の制度を3年延長
2026年3月末までに拠出されるも
のまで延長

学校卒業までの費用を孫に一括して渡
すことができる

－ 電子取引の検索機能確保要件
の緩和

出力書面の提示ができ、税務署長が相当の理由があると認め
た場合、電磁的記録を保存さえしていれば、検索できなくてもOK

2024年1月1日以降の取引分から 相当の理由の程度が不明

－ 消費税インボイス制度
少額の返還インボイスは不要

1万円未満の値引きや振込手数料の売り手負担額については、
返還インボイスを不要とする。

2023年10月1日インボイス制度ス
タート時点から

振込手数料差引後の入金、手間が増
えなくて済む。

↘ 減 消費税インボイス制度
免税事業者は2割納税

基準期間の課税売上1,000万円未満の免税事業者が適格請求
書発行事業者（課税事業者）登録する場合、受け取った消費税
の2割にできるように。

2023年10月1日インボイス制度ス
タートから3年間のみ。

3年間は簡易課税よりも納税額が少な
くて済む。


